
 横 浜 市 報  定期第1004号 平成28年11月25日 

規 則

 横 浜 市 建 築 物 等 に お け る 不 良 な 生 活 環 境 の 解 消 及 び 発 生 の 防 止 を

図 る た め の 支 援 及 び 措 置 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

 平 成 28 年 11 月 25 日

 横 浜 市 長 林  文 子

横 浜 市 規 則 第  103 号

 横 浜 市 建 築 物 等 に お け る 不 良 な 生 活 環 境 の 解 消 及 び 発 生

 の 防 止 を 図 る た め の 支 援 及 び 措 置 に 関 す る 条 例 施 行 規 則

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 則 は 、 横 浜 市 建 築 物 等 に お け る 不 良 な 生 活 環 境 の 解

消 及 び 発 生 の 防 止 を 図 る た め の 支 援 及 び 措 置 に 関 す る 条 例 （ 平 成

28 年 ９ 月 横 浜 市 条 例 第 45 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） の 施 行 に 関

し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 規 則 で 定 め る 関 係 機 関 ）  

第 ２ 条  条 例 第 11 条 第 １ 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 関 係 機 関 は 、 次

の と お り と す る 。

(1) 社 会 福 祉 法 （ 昭 和 26 年 法 律 第 45 号 ） 第  109 条 第 １ 項 に 規 定 す

る 市 町 村 社 会 福 祉 協 議 会 及 び 同 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 地 区 社 会 福

祉 協 議 会  

(2) 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法

律 （ 平 成 17 年 法 律 第  123 号 ） 第 77 条 の ２ 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 、

横 浜 市 か ら 同 条 第 １ 項 の 事 業 及 び 業 務 の 実 施 の 委 託 を 受 け た 者

(3) 横 浜 市 地 域 ケ ア プ ラ ザ 条 例 （ 平 成 ３ 年 ９ 月 横 浜 市 条 例 第 30 号

） 第 １ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 地 域 ケ ア プ ラ ザ の 指 定 管 理 者 （ 地 方

自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  244 条 の ２ 第 ３ 項 に 規 定 す る

指 定 管 理 者 を い う 。 次 号 に お い て 同 じ 。 ）  

(4) 横 浜 市 精 神 障 害 者 生 活 支 援 セ ン タ ー 条 例 （ 平 成 11 年 ３ 月 横 浜

市 条 例 第 21 号 ） 第 １ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 精 神 障 害 者 生 活 支 援 セ

ン タ ー の 指 定 管 理 者

(5) そ の 他 前 各 号 に 準 じ て 支 援 （ 条 例 第 ２ 条 第 ２ 項 第 １ 号 に 規 定

す る 支 援 を い う 。 ） を 実 施 す る こ と の で き る 者 と し て 市 長 が 認

め る 関 係 機 関

 （ 身 分 証 明 書 ）  

第 ３ 条  条 例 第 12 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 身 分 を 示 す 証 明 書 は 、 身 分 証

明 書 （ 別 記 様 式 ） と す る 。

 （ 委 任 ）  

第 ４ 条  こ の 規 則 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 健 康 福 祉 局 長 及 び 資

源 循 環 局 長 が 定 め る 。
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 附  則  

こ の 規 則 は 、 平 成 28 年 12 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。
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別 記 様 式 （ 第 ３ 条 ）

（ 表 ）

（ 縦  5.5 セ ン チ メ ー ト ル 横  9.1 セ ン チ メ ー ト ル ）

（ 裏 ）

（ 備 考 ）

１ 紙 質 は 、 厚 紙 と す る こ と 。

２ 紙 色 は 白 、 刷 色 は 黒 と す る こ と 。

第 号 

身 分 証 明 書 

所属 

氏名 

 上記の職員は、横浜市建築物等における不良な生活環境の解消及び発生の防止を図るための支援及び措置に関す 

る条例第12条第１項の規定により立入調査又は質問をする権限を有する者であることを証明します。 

  年  月  日 横浜市長   印 

横浜市建築物等における不良な生活環境の解消及び発生の防止を図るための支援及び措置 

に関する条例（抜粋） 

（立入調査等） 

第 12 条 市長は、措置の実施に必要な限度において、その職員に、物の堆積等がされた建築物等に 

  立ち入り、その状態を調査させ、又は堆積者に質問させることができる。 

２ 前項の規定による立入調査又は質問を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請 

  求があった場合は、これを提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入調査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しては 

  ならない。 




